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（一財）市福祉公社「けあぱる」

職員募集

募集職種・人数　看護師＝１人

※介護老人保健施設職員として採用予

定。

申込書の配布・受け付け　けあぱる総

務課〔(２８)８６００〕で配布する所定の

申込書に写真を貼って、必要事項を記

入し、資格証明書を添えて、同課へ

（休館日を除く、午前９時～午後５時）

※申込書はけあぱるホームページ

〔http://carepal.or.jp/〕からダウンロー

ドもできます。

※試験日は、後日連絡します。

募　集
学習サポーターを募集

　市立小・中学校で、授業中の指導補

助や休み時間、放課後の学習活動など

をサポートしていただける大学生のボ

ランティアを募集しています。　

※活動時期や時間帯などは、派遣先の

学校と相談の上、決定します。

申し込み　教育指導室に備え付けのボ

ランティア登録用紙に必要事項を記入

し、土・日曜日、祝日を除く、午前９

時～午後５時３０分に同室（内線３６５）へ

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

 

障がい者(児)の出張相談窓口の
ご利用を

　障がい者（児）の相談支援は次の各

事業所で実施していますが、市役所障

がい福祉課内にも次のとおり出張相談

窓口を開設していますので、ご利用く

ださい（予約不要）。

●相談支援センターあーる＝月～金曜

日、午前９時～午後５時３０分

●地域活動支援センターときわぎ＝金

曜日、午前１１時～午後５時

●ピーチネット＝水曜日、午前１１時～

午後５時

問い合わせ　障がい福祉課内障がい者

相談支援センター（内線１６２）

相　談

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）
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おれんじパートナー交流会

　認知症についての情報交換や不安、

悩みを出し合い、交流しませんか。

とき　４月２５日、午後１時３０分～３時

ところ　すばるホール３階会議室

対象者　認知症の人やその家族、認知

症に関心のある人

定員　２０人（当日、直接会場へ）

※認知症の人が参加される場合は、事

前にご連絡ください。

参加費　１００円（お茶・お菓子代）

問い合わせ　井尻さん（おれんじパー

トナー事務局）〔０９０(３９９６)００７１〕

平成30年度府点訳・朗読奉仕
員中級養成講座受講者募集

とき　６月７日～１１月２９日の毎週木曜

日（８月１６日、１１月１５日を除く）（全２４回）

ところ　府盲人福祉センター（大阪市

天王寺区生玉前町５の２５）

対象者　府内在住・在勤で、市町村な

どの初級養成講座の修了者、または同

等の技術を有すると認められる人

※初めて学習する人は受講できません。

定員　点訳＝２５人、朗読＝２５人

受講料　無料（教材費実費）

申し込み　障がい福祉課（内線１９３）に

備え付けの申込書に必要事項を記入

し、５月１５日（必着）までに郵送で

５４０-８５７０　府障がい福祉室自立支援

課〔０６(６９４４)９１７６〕「点訳・朗読奉仕

員中級養成講座」係（住所記載不要）

へ　※府ホームページ〔http://www.

pref.osaka.lg.jp/〕からも申し込み可。

 

市税の滞納整理を強化中！

　本市では、平成２９年度分の市税を含

め納税催告、滞納処分を集中して実施

しています。今後も滞納者に対して、

必要に応じ財産差し押さえなど、厳し

い措置をとることとしています。また

納付期限までにお納めいただけない場

合は督促手数料や延滞金が加算された

金額を納めなければならなくなります

ので納付期限までに納めてください。

問い合わせ　納税課（内線１２１～１２４）

税

 

排水設備工事指定業者の更新
登録申請を受け付け

　同指定業者登録の指定期間が、５月

３１日をもって終了します。現在指定

を受けており、引き続き登録を希望す

る業者は更新登録申請が必要です。

指定期間　６月１日～平成３５年５月

３１日

申請手数料　指定業者登録申請手数料

＝１件につき１万円、責任技術者登録

申請手数料＝１件につき２０００円

指定要件（次の要件を満たす業者）

○府内に営業所があり、当該営業所に

業務上必要な設備、機材を保有し、従

業員を常置していること

○専属の排水設備工事責任技術者を有

していること

○欠格要件に該当していないこと（市排

水設備工事指定業者に関する規程第２条）

申請受け付け　申請書に必要事項を記

入し、４月２３日～５月１１日（土・

日曜日、祝日を除く午前９時～午後５

時）に上下水道総務課（内線２５１、２５４）へ

※申請書は、同課で配布（市ウェブサ

イトからダウンロードもできます）。

※受付期間内に申請がない場合は、現

在の登録番号を引き継げません。

※新規登録申請は、受付期間終了後も

随時受け付けしています。

 

カラダをしぼって整える教室

　運動が必要なのに、なかなか始めら

れない人に健康運動指導士など専門の

スタッフが最適な方法を提案します。

とき　５～９月の火曜日、午後１時１５

分～３時３０分（全１１回）

ところ　保健センター　

対象者　医療機関でのリハビリテー

ションや介護保険サービスを利用して

いない４０～７４歳の人　

※詳しくは、お問い合わせください。

定員　１５人（申し込み先着順）

申し込み　４月９日～、保健センターへ

上下水道

講座・催し

固定資産税の「縦覧帳簿の縦覧」
と「課税台帳の閲覧」を実施

縦覧帳簿の縦覧　

　縦覧帳簿の納税者本人の土地・家屋

の評価額と市内の他の土地・家屋の評

価額を比較できます。

記載内容

◇土地価格等縦覧帳簿＝所在、地番、

地目、地積、価格、市街化区域・市街

化調整区域の別

◇家屋価格等縦覧帳簿＝所在、家屋番

号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧できる人

◇土地価格等縦覧帳簿＝市内に土地を

所有している納税者

◇家屋価格等縦覧帳簿＝市内に家屋を

所有している納税者

※いずれも納税管理人、納税者の同居

親族、委任状を持っている代理人でも

可。

期間　４月２日～５月３１日（土・

日曜日、祝日を除く、午前９時～午後

５時３０分）

課税台帳の閲覧　

　所有者は固定資産課税台帳を閲覧で

きます。また、借地人・借家人なども

賃借権などの目的となる土地・家屋に

ついて記載された部分を閲覧できま

す。

閲覧できる人

◇納税義務者

◇納税管理人、納税者の同居親族、委

任状を持っている代理人　

◇借地人、借家人など（ただし、権利

関係と有償であることを示す書類が必

要です）

期間　４月２日～平成３１年３月２９日

（土・日曜日、祝日、年末年始を除

く、午前９時～午後５時３０分）

縦覧・閲覧に必要な書類など　

・本人確認ができる書類（納税通知書

や運転免許証など）

・納税管理人や納税者の同居親族は閲

覧できますが、代理人が来られる場合

は委任状が必要

・法人名義の物件については、委任状

または申請書に代表印の押印が必要

縦覧・閲覧場所　

課税課（内線１１３～１１６）

２３

く
ら
し

ゆ
と
り

子
育
て

相
談

保
健
医
療



障がい者（児）給付金の申請を

　５月１日～３１日、障がい者（児）

給付金の申請を受け付けます。

対象者　４月１日現在、本市に１年

以上居住（住民登録）し、身体障がい

者手帳（１～６級）、療育手帳（Ａ・Ｂ

１・Ｂ２判定）、または精神障がい者保

健福祉手帳（１～３級）をお持ちの人

で今年度新しく手続きされる人、振込

先の口座に変更がある人

※昨年度に給付金を受け取られた人

は、手続きの必要はありません。

※市外から、市内の施設に入所してい

る人を除きます。

申し込み　該当する手帳、印鑑、本人

名義の通帳を持参し、障がい福祉課（内

線１９２、１９３）または金剛連絡所へ

重度障がい者タクシー利用券
（基本料補助）を送付します

　本市では、身体障がい者手帳（１・

２級）、療育手帳（Ａ判定）、精神障が

い者保健福祉手帳（１級）のいずれか

をお持ちの人を対象に、タクシー料金

の一部（基本料金）を補助する重度障

がい者タクシー利用券を交付していま

す。

　現在、重

度障がい者

タクシー利

用券（もも

色）をお持

ちの人は３

月３１日までが有効期限です。引き続き

要件に該当する人には、新しい同タク

シー利用券（やまぶき色）を３月末に

自宅へ郵送しました。新しい同タク

シー利用券（やまぶき色）は４月１日

から利用できます。

　届かない場合は障がい福祉課までご

連絡ください。

　なお、昨年度に交付申請していない

人や初めて利用される人については申

請手続きが必要です。

交付枚数　１カ月３枚で年間３６枚

※福祉施設などへ入所している人は対

象外ですので交付できません。

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９３）

特別障がい者手当・障がい児
福祉手当

　日常生活において、常時特別な介護

を必要とする重度の心身障がい者（児）

に対し、特別障がい者手当・障がい児

福祉手当が支給されます。

対象者　在宅で常時特別な介護を必要

とする重度心身障がい者（児）

※所得制限などがありますので、詳し

くはお問い合わせください。また、施

設入所者や長期入院（障がい児福祉手

当を除く）されている場合は支給され

ません。

支給額　特別障がい者手当＝月額２万

６９４０円、障がい児福祉手当、福祉手当

（経過措置分）＝月額１万４６５０円

※４月分から支給月額が改定されま

す。

問い合わせ　障がい福祉課（内線１９３）

 

私道における下水道整備

　本市では、トイレの水洗化、生活雑

排水の適正な処理を図るため、一定の

条件に該当する私道について、土地所

有者および沿道の皆さんの申請によ

り、市の費用で公共下水道管を敷設し

維持管理をします。

主な敷設条件

・公共下水道の事業計画区域にあり、

その一端が公共下水道に接続可能なこ

と

・原則として幅員１.２以上で一般の

通行に使われており、下水道管を敷設

できること

・公共下水道を利用する建物が２戸以

上あること（同一敷地で同一所有者の

建物は１戸になります）

・公共下水道を利用することになる全

ての人が公共下水道管の敷設を要望し

ていること

・土地所有者が公共下水道管の敷設お

よび利用することとなる人の使用を承

諾していること

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　下水道課（内線２７１）

上下水道

公共下水道が使えます

　３月３１日から、次の各地域のうち、

すでに公共ますなどが設置されている

世帯については、新たに公共下水道（汚

水）が使えるようになりました。

対象地域　宮町一丁目、喜志町一丁目、

北大伴町一丁目、錦織中一丁目、錦織

北一・二・三丁目、東板持町一丁目、

西板持町五丁目、楠風台二・三丁目、

彼方、別井一・二丁目、伏山三丁目、

須賀二丁目、不動ケ丘町の各一部

◎１日も早く水洗化工事を　

　公共下水道が使える地域の皆さんは

トイレや風呂、台所、洗濯などの家庭

から出る排水を公共下水道に流さなく

てはなりません。

　そのためトイレの水洗化や生活雑排

水を公共下水道に流すための改造・接

続工事をしてください。

　工事に必要な費用については、無利

子の融資あっせん（法人は対象外）を

していますのでご利用ください。

※工事は必ず本市の指定する排水設備

工事指定業者に依頼してください。

※市街化調整区域の世帯は１ますにつ

き１２万円の市街化調整区域下水道分担

金が必要です。

◎下水道に切り替えると　

　清潔な水洗トイレを使用でき、また

溝へ汚れた水を流さなくなるので街の

美化や川の水質改善にもつながりま

す。

問い合わせ　下水道課（内線２６２）

安心して水道をお使いいただ
くために

　水道水は塩素で消毒していますが旅

行などで長い間留守にされたときは、

ご家庭の給水管に水が長時間滞留し消

毒効果が薄れることがあります。

　ゴールデンウィークなどで長期間留

守にされたり、本市に引っ越しされて

きて長く使用されていなかった水道を

初めて使われたりする場合などは、念

のためバケツ一杯程度の量を飲み水以

外にお使いください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、

２９５）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２４
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国民年金保険料が改定

　４月から平成３１年３月までの国民年

金保険料について、定額保険料が月額

１万６４９０円から１万６３４０円（月１５０円引

き下げ）に改定されます。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

会社などを退職された皆さんへ

　日本に住んでいる２０～６０歳の人で、

会社を退職されて厚生年金保険の資格

を喪失した人や、その人に扶養されて

いる配偶者は国民年金加入の手続きが

必要です。年金手帳と退職年月日を確

認できる書類（離職票、雇用保険受給

資格者証など）、印鑑を持参し、保険年

金課（市役所１階⑧番窓口）へお越し

ください。

　なお、所得が少ない場合や、失業に

より国民年金保険料（月額１万６３４０円）

を納付することが困難になった場合、

申請をして承認されると保険料が全

額、または一部免除（一部納付）され

る制度（世帯主や申請者本人と配偶者

の所得により審査）や、５０歳未満の人

を対象に保険料の納付が猶予される

「納付猶予制度」（申請者本人と配偶者

の所得により審査）がありますので、

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５３、１５４）

 

平成30年度介護保険料         
仮決定通知書を送付します

　６５歳以上の人に４月上旬に３０年度介

護保険料仮決定通知書を送付しますの

で、普通徴収の人はコンビニエンスス

トア、ＭＭＫ設置店、取扱金融機関ま

たは市役所で保険料を納付してくださ

い。口座振替の申し込みをしている人

は指定口座より引き落とします。特別

徴収の人は年金から天引きします。

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

国民年金

介護保険

 

お届けします！                     
特定健康診査受診券

　国民健康保険では、４０～７４歳の国民

健康保険加入者に対して４月下旬に

「特定健康診査受診券」を送付します

ので、平成３１年３月３１日までに受診

してください。

　受診券の郵送による再交付はできま

せんので、受診するまで無くさないよ

う大切に保管してください。

特定健康診査の内容　メタボリックシ

ンドロームに着目した健康診査で、問

診、身体計測、腹囲・血圧測定、血液・

尿検査、診察など　

※同一年度内に受診券を利用できるの

は、「国民健康保険総合健康診断（人間

ドック）」と「特定健康診査」のどちら

か一方です。なお、人間ドックに受診

券を利用すると、本人負担額が従来よ

りも軽減されます。

同診査の対象者など　国民健康保険加

入者のうち、実施年度中（４月１日～

翌年３月３１日）に４０～７４歳になる人に

年１回実施（昭和１８年９月～１９年３月

生まれの人に限り誕生日の前日まで受

診可）。ただし、１１月１日以降に同保険

に加入した人は除きます

※詳しくは、受診券に同封のパンフ

レットをご覧ください。なお、掲載さ

れている実施指定医療機関で受診した

場合、追加項目健診が受けられます。

※資格喪失した場合は受診券の利用が

できません。全額自費負担となります

のでご注意ください。資格喪失の届け

出の遅れなどで喪失日をさかのぼった

場合も同様です。

問い合わせ　保険年金課（内線１５５、

１８８）

国民健康保険
国民健康保険総合健康診断　
(人間ドック)を実施しています

　国民健康保険では、加入者の健康保

持増進のため、特定健康診査の他に、

人間ドックを実施しています。

ところ　富田林病院健診センター、Ｐ

Ｌ病院

対象者　国民健康保険加入者で、同一

年度内に人間ドック、特定健康診査を

受診していない人　※同保険料を完納

している人に限ります。

費用　有料（市が２分の１負担）

※詳しくは、市ウェブサイトまたは特

定健康診査受診券に同封のパンフレッ

トをご覧ください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５５、１８８）

 

療養病床に入院された場合の
居住費および入院時の食事代
が変わります

●療養病床に入院された場合の居住費

　６５歳以上の人が療養病床に入院され

た場合、居住費の一部を負担していた

だいていますが、入院医療の必要性が

高い人について、４月より下表のとお

り改定されます。

●入院時の食事代

　入院時食事療養費の食事療養標準負

担額が、入院と在宅療養の負担の公平

を図るため４月より一部改定されま

す。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、

１５１）、福祉医療課（内線１５８、１５９）

献血にご協力を

とき・ところ　４月２６日、午前１０時

～正午＝南河内府民センター、午後２

時～４時３０分＝ＰＬ病院、３０日、午

前１０時～午後４時＝エコール・ロゼ

※対象者など詳しくは、お問い合わせ

ください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)
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